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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

東京地方裁判所 判 事 民事 中吉徹郎 ナカヨシテツロウ 45期

〃 〃 民事 田幸男
ロ

ロロ シナダユキオ 48期

〃 〃 刑事 鈴木 巧 スズキタクミ 44期

〃 〃 刑事 兒島光夫 コジマ ミツオ 51期

東京地方裁判所立川支部 〃 民事 西森政一 ニシモリ マサカズ 44期

東京地方検察庁 検 事 冨田 寛 トミタカン 50期

〃 〃 西 貴之 ニシタカユキ 59期

東京地方検察庁立川支部 〃 清水雅晴 シミズマサノ､ル 51期

東京弁護士会 弁護士 川村英二 カワムラエイジ 46期

第一東京弁護士会 弁護士 石井文晃 イシイ フミアキ 48期

第二東京弁護士会 弁護士 松本徳生 マツモト トクオ 59期

東京三弁護士会多摩支部 弁護士 足立 剛 アダチゴウ 61期

横浜地方裁判所 判 事 民事 関口剛弘 セキグチタケヒロ 42期

〃 判 事 刑事 景山太郎 カゲヤマタロウ 45期

横浜地方検察庁 検 事 菅野 恵 カンノ ケイ 61期

神奈川県弁護士会 弁護士 畑中優宏 ハタナカマサヒロ 59期

さいたま地方裁判所 判 事 民事 岡部純子 オヵベジュンコ 43期

〃 判 事 刑事 小池健治 コイケケンジ 47期

さいたま地方検察庁 検 事 伊東義修 イトウ ヨシナオ 58期

埼玉弁護士会 弁護士 辻本恵太 ツジモト ケイタ 60期

千葉地方裁判所 判 事 民事 内野俊夫 ウチノ トシオ 45期

〃 判 事 刑事 平塚浩司 ヒラツカ コウジ 44期

千葉地方検察庁 検 事 小松原茉利 コマツバラマリ 64期

千葉県弁護士会 弁護士 広山相徳 ヒロヤマソウトク 57期

水 戸 地方裁判所 判 事 民事 廣澤 論 ヒロサワサトシ 48期

〃 判 事 刑事 小川賢司 オガワケンジ 46期

水 戸 地方検察庁 検 事 梅澤慶太 ウメザワケイタ 65期

茨城県弁護士会 弁護士 飯島章弘 イイジマアキヒロ 55期

宇都宮地方裁判所 判 事 民事 浅岡千香子 アサオカチカコ 49期

〃 判 事 刑事 岡田健彦 オカダタケヒコ 46期

宇都宮地方検察庁 検 事 平野達也 ヒラノ タツヤ 49期

栃木県弁護士会 弁護士 近藤峰明 コンドウ ミネアキ 49期

前橋地方裁判所 判 事 民事 杉山順一 スギヤマジュンイチ 44期

〃 判 事 刑事 水上 周 ﾐズカミ アマネ 48期

前橋地方検察庁 検 事 松井 玲 マツイ レイ 61期

群馬弁護士会 弁護士 吉野 晶 ヨシノ アキラ 54期

静岡地方裁判所 判 事 民事 増田吉則 マスダヨシノリ 48期

〃 判 事 刑事 伊東 顕 イトウアキラ 43期

静岡地方検察庁 検 事 宮地裕美 ミヤチヒロミ 48期

静岡県弁護士会 弁護士 山本正幸 ヤマモト マサユキ 51期

甲府地方裁判所 判事補 民事 今澤俊樹 イマザワ トシキ 66期

〃 判 事 刑事 横山泰造 ヨコヤマタイゾウ 46期

甲府地方検察庁 検 事 岡本貴幸 オカモト タカユキ 49期

山梨県弁護士会 弁護士 田中謙一 タナカケンイチ 60期

長野地方裁判所 判 事 民事 真辺朋子 マナベ トモコ 47期

〃 判 事 刑事． 大野 洋 オオノ ヒロシ 52期

長野地方検察庁 検 事 細野隆司 ホソノ タカシ 48期

長野県弁護士会 弁護士 愛川直秀 アイカワナオヒデ 57期

新潟地方裁判所 判 事 民事 篠原 礼 シノノ､ラアヤ 48期

〃 判 事 刑事 佐藤英彦 サトウ ヒデヒコ 48期

新潟地方検察庁 検 事 服藤 玲 ハラフジ リョウ 68期
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庁 名一 官職 担当 ､ 氏 名 フリガナ 備 考

新潟県弁護士会 弁護士 齋藤 裕 サイトウユタカ 51期

大阪地方裁判所 判 事 民事 谷 有恒 ダニユウコウ 44期

〃 判 事 刑事 渡部市郎 ワタナベイチロウ 48期

大阪地方検察庁 検 事 川下吾一 カヮシタゴイチ 50期

大阪弁護士会 弁護士 内藤欣也 ナイトウキンヤ 38期

京都地方裁判所 判 事 民事 池田知子 イケダ トモコ 49期

〃 ｡ 判 事 刑事 増田啓祐 マスダケイスケ 46期

京都地方検察庁 検 事 湯川 毅 ユカワツヨシ 49期

京 都弁護士会 弁護士 戸 田洋平 トダヨウヘイ 53期

神 戸 地方裁判所 判 事 民事 齋藤 聡 サイトウアキラ 47期

〃 判 事 刑事 野口卓志 ノグチタクシ 47期

神 戸 地方検察庁 検 事 栗原 恵 クリハラ メグミ 52期

兵庫県弁護士会 弁護士 増田 匠 マスダタクミ 73期

奈良地方裁判所 判 事 民事 寺本佳子 テラモト ヨシコ 48期

〃 判 事 刑事 岩崎邦生 イワサキクニタカ 48期

奈良地方検察庁 検 事 福田あずみ フクダアズミ 48期

奈良弁護士会 弁護士 石黒良彦 イシグロ ヨシヒコ 54期

大津地方裁判所 判 事 民事 堀部亮一 ホリベ リョウイチ 49期

〃 判 事 刑事 大西直樹 オオニシナオキ 47期

大津地方検察庁 検 事 福田尚司 フクダショウジ 49期

滋賀弁護士会 弁護士 中井陽一 ナカイ ヨウイチ 57期

和歌山地方裁判所 判 事 民事 伊丹 恭 イタミ ヤスシ 48期

〃 判 事 刑事 松井 修 マツイシュウ． 50期

和歌山地方検察庁 検 事 福居幸一 フクイ コウイチ． 49期

和歌山弁護士会 弁護士 河野ゆ
世

フ コウノユウ 60期

名古屋地方裁判所 判 事 民事 岩井直幸 イワイナオユキ ･49期

〃 判 事 刑事 戸 崎涼子 トサキ リョウコ 55期

名古屋地方検察庁 検 事 武藤京子 ムトウキョウコ 48期

愛知県弁護士会 弁護士 伊藤倫文 イトウ ミチフミ 40期

津地，方裁判所 判 事 民事 竹内浩史 タケウチ ヒロシ 39期

〃 判 事 刑事 柴田 誠 シバタマコト 49期

津地方検察庁 検 事 藤井 翔 フジイショウ 68期

三重弁護士会 弁護士 森田明美 モリタアケミ 52期

岐阜地方裁判所 判 事 民事 鈴木陽一郎 スズキヨウイチロウ 47期

〃 判 事 刑事 出口博章 デグチヒロアキ 50期

岐阜地方検察庁 検 事 齋 智人 イツキ トモヒト 52期

岐阜県弁護士会 弁護士 小木曽琢也 オギソタクヤ 60期

福井地方裁判所 判 事 民事 上杉英司 ウエスギエイジ 44期

〃 判 事 刑事 河村宜信 カワムラ ヨシノブ 56期

福井地方検察庁 検 事 西尾健太郎 ニシオケンタロウ 52期

福井弁護士会 弁護士 神田芳和 カンダヨシカズ 59期

金沢地方裁判所 判 事 民事 山門 優 ヤマカドマサル 47期

〃 判 事 刑事 大村陽一 オオムラ ヨウイチ 51期

金沢地方検察庁 検 事 道端麻希 ミチバタマキ 68期

金沢弁護士会 弁護士 内田清隆 ウチダキヨタカ 54期

富山地方裁判所 判 事 民事 黒田 香 クロダカオリ 60期

〃 判 事 刑事 細野
吉
向 広 ホソノ タカヒロ 49期

富山地方検察庁 検 事 村上佐予 ムラカミ サヨ 64期

富山県弁護士会 弁護士 串田光成 クシタ ミツナリ 65期

広島地方裁判所 判 事 民事 吉岡茂之 ヨシオカシゲユキ 48期

〃 判 事 刑事 三村三緒 ミムラ ミオ 50期
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庁 名 官職 担当 氏 名 フリガナ 備 考

広島地方検察庁 検 事 衣笠利彦 キヌガサ トシヒコ 51期

広島弁護士会 弁護士 大松洋二 オオマツ ヨウジ 45期

山口地方裁判所 判 事 民事 山 口格之 ヤマグチノリユキ 44期

〃 判 事 刑事 小松本 卓 コマツモト タク 48期

山口地方検察庁 検 事 和田裕己 ワダユウキ 53期

山口県弁護士会 弁護士 黒川裕希 クロカワユウキ 60期

岡山地方裁判所 判 事 民事 田中俊行 タナカ トシユキ 49期

〃 判 事 刑事 宇田美穂 ウダミホ 53期

岡山地方検察庁 検 事 野村安秀 ノムラヤスヒデ 50期

岡山弁護士会 弁護士 吉岡康祐 ヨシオカコウスケ 42期

鳥取地方裁判所 判 事 民事 大野祐輔 オオノユウスケ 52期

〃 判 事 刑事 多田裕一 ダダユウイチ 53期

鳥取地方検察庁 検 事 志田卓郎 シダタクロウ 52期

鳥取県弁護士会 弁護士 谷口麻有子 ､タニグチマユコ 61期

松江地方裁判所 判 事 民事 三島恭子 ミシマキョウコ 48期

〃 判 事 刑事 畑口泰成 ハタグチヤスナリ 48期

松江地方検察庁 検 事 岡本洋之 オカモト ヒロユキ 53期

島根県弁護士会 弁護士 熱田雅夫 アツタマサオ 46期

福岡地方裁判所 判 事 民事 立川 毅 タチカワタケシ 46期

〃 判 事 刑事 溝國禎久 ミゾクニヨシヒサ 44期

福岡地方検察庁 検 事 河原誉子 カワハラ タカコ 48期

福岡県弁護士会 弁護士 東 泰雄 アズマヤスオ 62期

佐賀地方裁判所 判 事 民事 三井教匡 ミツイ ノリマサ 51期

〃 判 事 刑事 西村彩子 ニシムラアヤコ 55期

佐賀地方検察庁 検 事 西村恵三子 ニシムラエミコ 53期

佐賀県弁護士会 弁護士 松尾弘志 マツオヒロシ 44期

長崎地方検察庁 検 事 鶴田洋佐 ツルタ ヨウスケ 52期

長崎県弁護士会 弁護士 梶村龍太 カジムラ リュウタ 51期

大分地方裁判所 判 事 民事 府内 覚 フナイサトル 47期

〃 判 事 刑事 岩田光生 イワタ ミツオ 47期

大分地方検察庁 検 事 梅田健史 ウメダタケシ 53期

大分県弁護士会 弁護士 内田精治 ウチダショウジ 57期

熊本地方裁判所 判 事 民事 佐藤道恵 サトウ ミチエ 42期

〃 判 事 刑事 平島正道 ヒラシママサミチ 43期

熊本地方検察庁 検 事 乙・部竜夫 オトベタツオ 49期

熊本県弁護士会 弁護士 辻上友男 ツジガミ トモオ 64期

鹿児島地方裁判所 判 事 民事 古谷健二郎 フルャケンジロウ 48期

鹿児島地方検察庁 検 事 武藤雅勝 ムトウマサカツ 54期

鹿児島県弁護士会 弁護士 本木順也 モトキジュンヤ 50期

宮崎地方裁判所 判 事 民事 小島清二 コジマセイジ 53期

宮崎地方検察庁 検 事 溝内克信 ミゾウチカツノブ 53期

宮崎県弁護士会 弁護士 柏田芳徳 カシワダヨシノリ 46期

那覇地方裁判所 判 事 民事 福渡裕貴 フクワタリ ヒロキ 52期

〃 判 事 刑事 大橋弘浩 オオハシコウジ 54期

那覇地方検察庁 検 事 中村功一 ナカムラ コウイチ 49期

沖縄弁護士会 弁護士 田島啓己 タジマ ヒロキ 54期

仙台地方裁判所 判 事 民事 齊藤充洋 サイトウ ミツヒロ 49期

〃り 判 事 刑事 中村光一 ナカムラ コウイチ 54期

仙台地方検察庁 検 事 大極俊紀 ダイゴク トシキ 57期

仙台弁護士会 弁護士 堀内威志 ホリウチタケシ 66期
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庁 名 官職 担当 氏 名 ブリガナ 備考

福島地方裁判所 判 事 民事 小川理佳 オガワ リカ 47期

〃 判 事 刑事 三浦隆昭 ミウラ タカアキ 52期

福島地方検察庁 検 事 矢部良二 ヤベリョウジ 53期

福島県弁護士会 弁護士 鈴木康 元 スズキヤスモト 48期

山形地方裁判所 判 事 民事 本多幸嗣 ホンダコウジ 49期

〃 判 事 刑事 今井 理 イマイオサム 53期

山形地方検察庁 検 事 大林 潤 オオバヤシジュン 54期

山形県弁護士会 弁護士 安孫子英彦 アビコ ヒデヒコ 47期

盛岡地方裁判所 判 事 民事 西村康一郎 ニシムラ コウイチロウ 48期

盛岡地方検察庁 検 事 兒玉 徹 コダマ トオル 55期

岩手弁護士会 弁護士 桝田裕之 マスダヒロユキ 49期

秋田地方裁判所 判 事 民事 綱島公彦 ツナシマキミヒコ 45期

秋田地方検察庁 検 事 森田秀人 モリタシュウト 55期

秋田弁護士会 弁護士 竹田勝美 タケダカツミ 52期

青森地方裁判所 判 事 民事 鈴木義和 スズキ ヨシカズ 49期

青森地方検察庁 検 事 田原昭彦 タハラアキヒコ 56期

青森県弁護士会 弁護士 竹本真紀 タケモトマサキ 51期

札幌地方裁判所 判 事 民事 谷口哲也 タニグチテツヤ 50期

〃 判 事 刑事 石田寿一 イシダ トシカズ 52期

札幌地方検察庁 検 事 市木政昭 イチキマサアキ 49期

札幌弁護士会 弁護士 小笠原 至 オガサワライタル 49期

函館地方裁判所 判 事 民事 進藤壮一郎 シンドウ ソウイチロウ 52期

〃 判 事 刑事 榊原 敬 サカキバラタカシ 55期

函館地方検察庁 検 事 嘉手苅拓也 カテガリ タクヤ 55期

函館弁護士会 弁護士 田中綾太郎 タナカ リョウタロウ 62期

旭川地方裁判所 判 事 民事 劔持 亮 ケンモチ リョウ 51期

〃 判 事 刑事 三澤節史 ミサワタカシ 55期

旭川地方検察庁 検 事 森 幹 モリ ミキ 55期

旭川弁護士会 弁護士 小門史子 コカドアヤコ 57期

釧路地方裁判所 判 事 民事 新谷祐子 ｼンタニユウコ 49期

〃 判 事 刑事 石川貴司 イシカワ ．タカシ 55期

釧路地方検察庁 検 事 林 正章 ハヤシマサアキ 55期

釧路弁護士会 弁護士 吉田翔太 ヨシダショウタ 64期

高 松地方裁判，所 判 事 民事 國屋昭子 クニヤアキコ 51期

〃 判 事 刑事 近道暁郎 コンドウアキオ 51期

高 松地方検察庁 検 事 熊澤貴士 クマザワアツシ 50期

香川県弁護士会 弁護士 徳田陽一 ﾄクダヨウイチ 58期

徳島地方裁判所 判 事 民事 島 戸 真 シマト シン 48期

〃 判 事 刑事 藤原美弥子 フジワラ ミヤコ 47期

徳島地方検察庁 検 事 ニノ丸恭平 ニノマルキョウ"、イ 54期

徳島弁護士会 弁護士 志摩恭臣 シマヤスオミ 56期

高 知地方裁判所 判 事 民事 藤倉徹也 フジクラテツヤ 52期

〃 判 事 刑事 吉井広幸 ヨシイ ヒロユキ 43期

高 知地方検察庁 検 事 上田敏晴 ウエダ トシハル 53期

高 知弁護士会 弁護士 松本隆之 マツモト タカユキ 57期

松山地方裁判所 判 事 民事 阿閉正則 アツジマサノリ 51期

〃 判 事 刑事 高 杉昌希 タカスギマサキ 54期

松山地方検察庁 検 事 山口 あきこ ヤマグチアキコ 55期

愛媛弁護士会 弁護士 古田真久 フルタ タダヒサ 60期
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①

第74期修習日程

※なお, A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後, 5科目の筆記考試が行われる予定である。

修習区分

A班

修習期間 移動日

B班

修習期間 移動日

導入修習

開始日 3.3.31(水）

終了日 3.4.23(金）

実日数 18

3.4.24(土)～

3.4.29(木)※6日

開始日 3.3.31(水）

終了日 3.4.23(金）

実日数 18

3.4.24(土)～

3.4.29(木)※6日

分
野
別
実
務
修
習

第1クール

第2クール

第3クール

第4クール

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

3.4.30(金）

3.6.24(木）

37

3.6.25(金）

3．8． 18(水）

37

3.8. 19(木）

3. 10. 13(水）

37

3. 10. 14(木）

3. 12.7(火）

37

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

3.4.30(金）

3.6.24(木）

37

3.6.25(金）

3．8． 18(水）

37

3.8. 19(木）

3. 10. 13(水）

37

3.10. 14(木）

3. 12.7(火）

37

選
択
型
実
務
修
習
及
び
集
合
修
習

集合修習
開始日

3. 12.13(月）

終了日 4. 1.28(金）

実日数 30

選択型修習
開始日

4.2.2(水）

終了日 4.3. 18(金）

実日数 31

自由研究日 4.3.22(火）

3. 12.8(水)～

3. 12. 12(日)※5日

4. 1.29(土)～

4.2. 1(火)※4日

選択型修習
開始日

3. 12.8(水）

終了日 4. 1.27(木）

実日数 32

集合修習
開始日

4.2,3(木）

終了日 4．3． 18(金）

実日数 30

自由研究日 4.3.22(火）

4. 1.28(金)～

4.2.2(水)※6日



(令和3．4．26）

。

第74期導入修習カリキュラムの概要

司法研修所



はしがき

導入修習は,修習開始段階で司法修習生に不足している実務基礎知識･能力に気付かせ，

かつ，より効果的，効率的な分野別実務修習が円滑に行えるようにすることを目的としてい

る。

第74期司法修習においても， この導入修習の目的に沿った教育効果を上げることを企

図してカリキュラムを策定し，実施した。その概要は，本資料及び別添の「第74期導入修

習日程予定表」のとおりである。

司法修習生指導担当者各位におかれては，本資料を分野別実務修習における司法修習生

の指導の参考としていただきたい。

1



第1 民事関係科目

民事裁判

1 即日起案・解説

(1) 目的

I

’
(2)、事案の概要

．
１
１
１
１
ｌ
Ｊ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｊ
巳
Ｂ
Ⅱ
１
１
当
ｑ
０

(3)起案事項

(4)講評等

2民事事実認定の手法と解説

口
2



3裁判修習に向けて（刑事裁判と共通）

3



■■■

4



民事弁護

1 講義

(1)講義1 （立証）

ア実施の概要

Ⅱ

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

’

DVD教材の内容イ

｜
’

｜

ユ

ウ設問内容

Ｉ

Ｐ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｊ
’

(2)講義2 （民事保全・民事執行）

ア実施の概要
■■■■■■■

’

/f DVD教材の内容

’ ’
5



’
ウ設問内容

「
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

｜｜’ 一

(3)講義3 （弁護士倫理・職責等）

ア実施の概要
一
‐
１
１
１
ｌ

I

イ設問内容

2問題研究（即日起案等）

（1）実施の概要

6



(2)事案の概要

(3)実施内容
4

ア問題研究1 (DVD教材の視聴及び事案分析等）

イ問題研究2 （即日起案）

’
ウ問題研究3 （講評）

3演習（和解条項）

（1）実施の概要

7



(2)設問内容

ノ

~

8



Ⅲ民事共通

1 民事第一審手続の概説（講義）

■
１
０
４
Ⅱ
■
０
１
１
１
Ⅱ
ｐ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｐ
０
Ⅱ
０
卜
！

■

2民事総合1 ． 2

’

1

9
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第2刑事関係科目

I 刑事裁判

1 講義（事前課題解説等）

2即日起案・事前課題の解説

(1)即日起案

ア目的及び起案事項

一

イ事案の概要

口
l

■

1

ウ解説

’

［
11



’
(2)事前課題の解説等

’

裁判修習に向けて

民事裁判の項参照

(民事裁判と共通）3

12



検察

1 導入講義

Ⅱ

ｌ
一

2即日起案

（1） 目的

(2)使用した修習記録の事案の概要

■■

(3)起案事項

’
3捜査演習

.

一一一

13



1

’

4| 即日起案講評十検察官の心構え等

〈

14



Ⅲ刑事弁護

1刑弁演習1 （捜査弁護）

（1） 目的

’
(2)事案の概要

(3)実施内容

2刑弁演習2 （即日起案の解説・否認事件）

(1) 目的，
「
ｌ
‐
１
１
‐
１
１
１
‐
ｌ
‐
１
１
‐
ｌ
‐
’
一

(2)事案の概要

’
(3)起案事項

’
(4)講評等

L

15



’
3刑弁演習3 （量刑事件）

（1） 目的

（2）事案の概要

｜
‐
Ｉ
ｌ
‐

(3)実施内容

一

16



Ⅳ刑事共通

1 刑事問題研究

（1） 目的
■■■■■■■■■■■■■■■■■

(勾留）

I

(2)事案の概要

(3)実施内容

■－

2刑事共通演習基礎（公判前整理手続）

（1） 目的

充実した公判の審理を実現するためには，公判前整理手続において的確かつ迅速

に争点整理を行うことが不可欠である。

(2)事案の概要

１
１
‐
｜

17



’
(3)実施内容

18



第74期導入修習日程予定表

月／日 暇 ’A班 B班

1限目(180分ﾌｰｰｰ－
(10:20～1迄goo,12:so～14:，o）
事務連絡･民事第1審手続の概説

2限目(165分〉

（1425～17:1o）

民弁問題研究1<事案分析）

~－7限冨（125分》
（10.之O～12:25ノ

事務連絡･刑裁講義
（事前課題解説等）

2限目（110分）

(13:15～1505）

検察導入講義

3限目(11U奇声~_
（15:20～17J10）

刑弁演習1(捜査弁護）

■■

3月31日 水 開始式 開始式

瞳義)(民裁．民弁） ■

2限目(110分）
(12．55～14鷺45）

検察導入談義

3限目〈110分）
〈15:00～16:50）

刑弁演習1(捜査弁護）

1限目(125分)ﾉ9:50～1155）

事務連絡･刑裁鵠義(事前鰈題解脱等）

4月1日 2限目(165分〉

（14:05～16畠50〉

民弁問題研究1(事案分析）

2限目（18o分〉
（1400～17:00）

刑裁即日起案

1限目(180分)(9:50～11330．12:30～13:50〉

事務連絡･民事第一審の手続の概説(鯛難)(民裁･民弁）

木

1限目(180分）
(950～12fSO）

民裁即日起案

2眼目(180分）
(1400～1700）

刑裁即日起案

1限目〈180分》
(9:50～1250）

民裁即日起案

4月2日 金

1限目(85分）
(9:50～11215）

民事総合1
(民裁･民弁）

2限目(85分）
(1130～121o､13:1｡～13:55）

刑事問題研究(勾留）
（刑裁･検察･刑弁）

4月5日

A班昼食会
①

1限目(85分）

（g:50～11：15〉

刑事問題研究(勾留）
(刑裁･検察･刑弁）

2限目(85分）
('130－1歴.'0．1310～'3:55）

民事総合1
（民裁･民弁）

月 自由研究 自由研究

2限目〔180分）
(14:00～17:00）

検察即日起案

2眼目(180分）
(1400～1700）

検察即日起案

1限目(18o分）
（gg50～12:50〉
刑弁即日起案

1限目（180分）
（9:50～1250〉

民弁問題研究2(即日起案）

4月6日 1限目(180分）
(9:50～12250）
刑弁即日起案

火

4月7日

A班昼食会
②

1限目(180分）

（9s50～12:50）

民弁問題研究2(即日起案）

水 自由研究 自由研究

4月8日

B班昼食会
①

1限目(170分）

(9:50～11．50，12:50～1340）

民弁講義1(立証）

2限目(”0分） －
（14ZOO～16:50）

民弁講義2(民事保全･民事執行①）

(9:50～11:50，12:50～16:50）

捜査演習
（検察）

木

1限目(17o分）
(9:50～11:50，12:50～13:40）

民事総合2
（民裁･罠弁）

2限目(170分）
（14:00～16．50）

民弁講義1(立証）

4月9日

B班昼食会
②

（9:50～1150，12250～16:50）

捜査演習
（検察）

（9550～11：50，12:50～1a50）

刑弁演習2(即日起案解説･否認事件）

（9．50～11．50，12:so～16台50）

刑裁即日起案･事前課題の解説

金

1限目(170分〉
（gg50～11850． 12250～13:40）

民弁講義2(民事保全･民事執行①）

2限目(170分）
（14:00～16:so）

民弁演習(和解条項）

4月12日 月

(g:50～11．50．12;50～16:50）

民裁即日起案解醗
火4月13日

水 自由研究日4月14日 自由研究日

1限目(170分〉
(9．50～11：50．12:so～13，40）
民事事実艶定の手法と留意点

（民裁）

2限目(170分）
（14500～16:50）

民弁問題研究3(主張書面）

（g:50～11:50． 12息50～16950）

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
（刑裁･検察わ刑弁）

4月15日 木

1限目(170分）

(9:50～11:50．12:50～1s目40）
民事総合2

2限目(170分）
（1400～1650〉

民弁演習(和解条項）

（9850～11:50．12．50～16:50）

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
（刑裁･検察ﾛ刑弁）

《ggSO～1150．1250～16.50）

刑裁即日起案･事前課題の解説

(9:50～11950．12息50～16:50）

刑弁演習2(即日起案解脱･否麗事件）

4月16日
金

(民裁･民弁）

(9:50～1150．12倉50～16:50）

民裁即日起案解脱
4月19日 月

1限目(170分）

(g冒so～11:50． 1250～13F40）

民事事実麗定の手法と留意点
（民栽）

2限目(170分〉
（14:00～1a50）

民弁問題研究3(主張書面）

4月20日 火

水 自由研究日4月21日 自由研究日

1限目(170分）

(950～1140， 12840～13:40）

裁判修習に向けて
（民裁･刑裁）

2限目（170分）
（14:00～1650）

検察即日起案訓評十検察官の心構え等

1限目（170分）

（9:50～11:40． 12:40～1340）

検察即日起案講評十検察官の心構え等

2限目〔170分）
（14800～1a50）

裁判修習に向けて
（民裁･刑裁）

4月22日 木

1隈目〈50分）
（9:50～10:40）

民弁溝溌2(民事保全｡民
本執行鋤

１

2限目(80分）
（10:50～1210)
民弁諦義3

(弁講士倫廻｡職青簔）

3限目(140分）

（13:10～1530）

刑弁演習3(量刑事件）

4限目(70分）
(15:50～17:00）

留意事項
事務局長

1限目(140分）
（9:50～12:10）

刑弁演習3(量刑事件）

2限目(70分）
<13:10～14:20）

留意事項
事務局長

3限目(50分）

（14?40～15z30）

民弁誤差2(民事保全‘民
事執行②）

4限目(80分)－－
(15:40～17:00)
民弁講蕊3

<弁誘士倫理･職音等）

4月23日 金



I

グラフ

③

導入修習に関するアンケート集計結果

○第74期の司法修習生に対し,導入修習終了時にアンケート調査を実施した。
司法修習生1455人中1442人が回答(回答率99. 11％）

○導入修習を通じて知識｡能力の不足を感じた者と,導入修習中に自学自修に取り組んだ者の割合

図表1－1
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一
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■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じ，自学自修に取り組んだ
（港郷内は不暹を感じた言のうち，自学自修仁敢以葱ん磨音の割割

轟導入修習を通じて知識･能力の不足を感じたが，自学自修に取り組まなかった
（潜弧"ﾜは不定を感じた言のうち，自箏自修ﾒﾆ破り誼まなかった言の割合ソ
■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じなかった

■無回答

＝
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グラフ

○73期との比較

図表1－2－1（民事系）
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■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じ，自学自修に取り組んだ

■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じたが,自学自修に取り組まな
かった

■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じなかった

図表1－2－2(刑事系）
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■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じ，自学自修に取り組んだ

■導入修習を通じて知識能力の不足を感じたが，自学自修に取り組まなかった

■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じなかった

匿無同答
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グラフ

図表 1－2－3(共通）
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■導入修習を通じて知識能力の不足を感じ，自学自修に取り組んだ

■導入修習を通じて知識･能力の不足を感じたが，自学自修に取り組まなかった

璽導入修習を通じて知識･能力の不足を感じなかった

■無回答
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グラフ

○導入修習を通じて不足していた知識型能力をどの程度補うことができたか(母数は回答者全員）

図表2－1
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■補うことができた■やや補うことができた翼あまり補うことができなかった富補うことができなかった■無回答

○73期との比較(母数は回答者全員）

図表2－2－1(民事系）
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■補うことができた■やや補うことができた■あまり補うことができなかった■補うことができなかった麓無回答
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グラフ

図表2－2－2(刑事系）
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■補うことができた■やや補うことができた■あまり補うことができなかった■補うことができなかった■無回答

図表2－2－3(共通）
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茜補うことができた■やや補うことができた醸あまり補うことができなかった■補うことができなかった■無回答
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グラフ

○導入修習を通じて不足していた知識･能力をどの程度補うことができたか(母数は不足を感じたと回答した者）

図表2－3
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■補うことができた■やや補うことができた■あまり補うことができなかった■補うことができなかった■無回答

○73期との比較(母数は不足を感じたと回答した者）

図表2－4－1(民事系）
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グラフ

図表2－4－2(刑事系）
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■補うことができた■やや補うことができた■あまり補うことができなかった崖補うことができなかった■無回答

図表2－4－3(共通）
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グラフ

○自学自修の内容

図表3－1(各選択肢に1項目でもチェックを付けた人数の割合）
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○自学自修の内容
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○自学自修に取り組まなかった理由

図表4－1(各選択肢について1項目でもﾁｪｯｸを付けた人数の割合）
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10.6%

4.0％

量魏－
事実認定の知識等

r
11．1

閑
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グラフ

○導入修習のカリキュラムの中に｢役立たない｣ものがあると答えた者の割合

図表5

無回答,0.2％ 「役立たない｣ものがある,2．6％

立たない」

る,15.4％

■｢役立たない｣ものがある

■｢あまり役立たない｣ものがある

■ない

■無回答

※｢『役立たない』ものがある｣は,－つでも｢役立たない｣を選択した者。

※｢『あまり役立たない』ものがある｣は,－つでも｢あまり役立たない｣を選択した者のうち， 「役立たない｣を選択した者を除く。
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グラフ

○導入修習の各カリキュラムはどの程度役立つと思うか

図表6－1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

’ ’ ‐’ 一'－－｣一一｣ I I _ I_"茄巍ﾑ唯識'－－≦－－－76畠％ －一－ 一“民事第1審手続の概説(講義）

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜'.4%013％
1－ ー~ー ‐－ー ~ー ー ‐ー ＃1

81．7％ ユ6.0％ §6％民事総合1

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ ’ ’－－ l.1.9%d4%
民事総合2 80.0％ ’ 16,8％ α8％

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’1.6%013％
民裁即日起案解説 ’ 90.1％ 7.4％似6％

｜ ’ ｜ ’ ｜ I ｜ ’ ’ ’ 0.5知1,％
－－－－－訂 F ー－ ﾛ一一毛F－＝■ ■■

民事事実認定の手法と留意点 86.9％ 11.8%d7%
＝一一一一一一 一一一一

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜'､3%011％
－一一一一一－－－ 一一一ー－一 一二 ロ

， ， ， ， ，■照護｜ ‐ 81，6％

’ ｜ ’

民弁問題研究1(事案分析）

.一~一－＝一一~~~ー一ー~ー＝‐一－一一一一－一．ー･ー 「■ ■

民弁問題研究3(主張書面） 86.3％ ’'11.8% UI5%

｜ ｜ l l l l l －I］圃12％
民弁演習(和解条項） 83-6％ ’ 13.9% 016%

l l l l l l l l l 1.5%01'%
一F一両一 ●■ －＝ ▽ 丘

一一田一一一一81.8％ ’ 15.9％ 甑8％民弁講義1（立証）

’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ 0.ﾖ％
80.6％'－－－－－ －帥一 二℃ ‐－ －－ － 1写班皇塞2％民弁講義2(民事保全･民事執行）

｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜ ‐「‐ ’－－ I ’ 0.6兆
65.0％ 27.5％ 6‘2湖7％民弁講義3(弁護士倫理･職責等）

| l l l | | | | ]09pl'%
|‐ 83.4％ ,5.3%d2%刑事問題研究(勾留）

P一一画 一一』

nI l l l l l l l0.8%014%
刑事共通演習基礎(公判前整理手続） 85.7％ '12.7％α3％

’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ 17%014％
刑裁講義(事前課題解説等） 86.2％ 10.9％・0,8％

， ， ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1.1%0'3％
90.2％ 8.0％0,4％

， ， ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1.2%016％

刑裁即日起案･事前課題の解説

検察導入講義 86.6％ ’ 11.3％似3％

l l l l l l l l l 1.'%013%
捜査演習 85.9％ 12.1％似6％

l l ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ’ ’0.9%013％

'-- F"~,,_,P":
轍：

｜ ’ ｜ I ｜ ’ ｜ ’ ’
83,2％

L－－．－名

’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜

索j蝋
｢－－－－‐.~一－一一一－~－‐ -

88.9％

| --｢_||-|■■■■■■■■■
79.5％

｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜亜叫2％

検察即日起案講評十検察官の心構え等

刑弁演習1(捜査弁護）

刑弁演習2(即日起案解説･否認事件）

刑弁演習3(量刑事件）

裁判修習に向けて 77.2％ 19,7％ ’3％

■役立つ富少しは役立つ■あまり役立たない■役立たない■無回答
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グラフ

○73期との比較

図表6－2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

75.8％a■■m_-ユーニーー仙一 ’－－戸？ 〒 と一ii%

＝：
81．7％ 16,0％149幻.6％

ll l l l l l l l ，｣“
78.6％

80.0％

' | ' | ’ | I | ' ' 0.4％
18.4％ 2.2殖'､2％

’－ －‐ ‐~－－－-二 一~_ －‐ ‐－‐ －－ －－‐一‐ 1亜％塑班l.8%

｜ ｜ l l l l l l l l ．『“
86.3％ご 一_‐ －二一一二一二一一一－ 11,6%1.4%I)､2%

Lｺｰl-l~1－吋Z
匡一二一一二二二一二－1趣二一 一 '－ －’ ’ 』峨衿％

l l l l l l l l l l 。‘“
Eﾆｴﾆﾆ,－－，－聖f菫二丁--,二 | L_呉哩些鍬％

81.6％ 16.1％ユ.3％09％

｜ l l l l l l l l l 。｣“

'－n=T=~|$i
83.6％ 13,99a7%,06%

l l l l l l l l l ｜ “｣‘
78.1％

ﾛｰﾆｰ,－－｢二一二｢---- ,--可~己一二二－二一－'2％
81.8％ 15,9％1.5％0.8％

I1|z=!-砦｣ ※

｜ ｜ ｜ ｜ ，
}％

期
期
３
４
７
７

民事第1審手続

の概説(講義）

期
期
３
４
７
７

|民事総合1

期
期
３
４
７
７

民事総合2

期
期
３
４
７
７

民裁即日起案

解説

期
期
３
４
７
７

民事事実認定の

手法と留意点

期
期
３
４
７
７

民弁問題研究1

(事案分析）

期
期
３
４
７
７

民弁問題研究3

(主張書面）

期
期
３
４
７
７

民弁演習

(和解条項）

期
期
３
４
７
７

民弁講義1

(立証）

期
期
３
４
７
７

民弁講義2(民事

保全･民事執行）

｜ l l l l l l lll
民弁講義3(弁護73期画,二~二~,~三五竿 ,- ,_/ 3f8TTr二%
士倫理･職責等） 74期「－－ 65,0％ ． 275％

"%総％
_0.Z%

塁2瑚・6％

■役立つ■少しは役立つ■あまり役立たない崖役立たない■無回答

12／13ページ



グラフ

20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％0％ 10％
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研究(勾

留）

’
％
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識
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３
４
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７

刑事共通演
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判前整理手

続）
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期
３
４
７
７

刑裁講義

(事前課題
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■■■ ’ 0.4％’

10.9％1.認勵.8％g3y騨出

86.9％期
期
３
４
７
７

刑裁即日

起案･事前

課題の解

説

90.2％

刃

期
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３
４
７
７

83,6％

検察導入
講義 86.6％

’
73期

捜査演習
74期

82ユ％

85.9％

73期検察即日

起案講評

十検察官

の心構え等

74期 91.7％

期
期
３
４
７
７

9.2％
刑弁演習

1(捜査弁

護）

刑弁演習2

（即日起案

解説･否認

事件）

期
期
３
４
７
７ 88.9％

期
期
３
４
７
７

73.7％
刑弁演習3

(量刑事

件）

.5％

－1

■■■■■■■■■■■■■■■■

69.6％ 開
呪
２
３
『
《

期
期
３
４
７
７

裁判修習

に向けて 77.2％

■役立つ■少しは役立つ■あまり役立たない ■役立たない産無回答
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④

※経歴は,LS修了(既修)=1,LS修了(未修)=2,LS入学したが修了していない=3,

LS入学していない==4から選択してください。

導入修習チエックシート （第74期）
※1～7の(1)については 号項目に,以下の1~3の中から最も当てはまるものを記入してください

3:哩顕雲感じなかった。1 ：課題を感じた。 、2:やや腺題を感じた。
子 ■戸△ ﾆ ■宙 一 P △圭 凸 ■ も j ■P －－ ▲ J 1 可 ▲ F一守 』 －

組 番 修習地 班 経歴※ 氏名

1 民事関係（共通）

(')知識･能力の項目ごとに,前記※の'～3から当てはまるものを選んで|回答園に記入してください。
ア事実関係に応じてその法的処理にふさわしい法規範を選択・適用できる民事実体法の知識

イ訴訟進行の各段階において，問題状況に応じて適切に選択・適用できる民事訴訟手続の知識

ウ要件事実の考え方

オ事実認定に関する基礎的知識・理解

キ口頭表現能力 目
エ主張分析・法的構成に関する基礎的知識・理解

力事実調査に関する基礎的知識・理解

ク文章表現能力

ケその他（ ）

(2)どのような場面･理由で課題を感じましたか(必要に応じ(1)アーケの項目を示してください｡複数選択可｡）。

２
民
事
裁
判

(1)以下の各能力について，

、主張分析能力
誼記※の'～3から当てはま“のを選んで|回答掴に記入してください。
、事実認定能力 、紛争解決能力

(2) (1)で課題を感じた能力の修得のため,民裁実務修習で重点的に取り組みたい項目を選び,以下の括弧内

にその内容を詳しく記載してください。

口記録の検討 口期日等の傍聴 口起案 口指導担当者との質疑応答 口判例・文献等の調査

□その他（具体的に記載してください。 ）

［ ］
(3)(1)で課題を感じた能力の修得のため,どのような自学自修を行いたいと考えているかを具体的に記載してく

ださい。

３
民
事
弁
護

(1)以下の各領域に対する自分の理解度はどの程度だと思いますか。前記※の1～3から当てはまるものを
<ださい。

口主張書面の作成口証拠の収集･分析と立証
の意義と手続口弁護士倫理･職責

口和解条項の作成

(2) (1)で記載した内容を踏まえ,実務修習の期間を通じて,どのような学修をしたいと考えますか。自学自修の

計画も含めて自由に述べてください。



4刑事関係（共通）

(1)知識･能力の項目ごとに.前記※の'～3から当てはまるものを選んで|回答掴に記入してください。
ア事実関係に応じてその法的処理にふさわしい法規範を選択・適用できる刑事実体法の知識
イ捜査・公判の各段階において，問題状況に応じて適切に選択・適用できる刑事訴訟手続の知識

ウ主張分析・法的構成に関する基礎的知識・理解

エ事実認定に関する基礎的知識・理解

力口頭表現能力 日
オ事実調査に関する基礎的知識・理解

キ文章表現能力

クその他（ ）

(2)どのような場面･理由で不足･課題を感じましたか(必要に応じ(1)アークの項目を示してください｡複数選択可｡）。

５
刑
事
裁
判

、以下の基礎的な理解について,前記※の'-2旦から当てはまるものを選んで|回答掴に記入してください．

円鱸謡鑿|蕊灘繍譲円:繍謹鯉製霞蕊蕊繍:幾
(2) (1)で課題を感じた理解を深めるため,刑裁実務修習で取り組みたいと考えていることと,実務修習中，どの

ような自学自修が必要と考えているかを記載してください。

６
検
察

(1)以下の基礎的知識･能力について,前記※の1～3から当てはまるものを選んで

､い。

日
ア捜査の進展に伴う事実認定（動的事実認定）

エ終局処分（口犯人性の認定口犯罪の成否等）巴
補充捜査

公判活動

に塑劉

田

に記入して<ださ

取調べ

決裁等口頭報告

(2) (1)で選択した項目について,どのような場面で不足･課題を感じたか,実務修習中，どのような方法で学修し

たいと考えているかを記載してください(必要に応じ(1)アーカの項目を示してください｡複数選択可｡）。

(3)実務修習で経験したいことや受けたい指導があれば記載してください。

７
刑
事
弁
護

伽以下の各項目の理解に関し,前記※の'～3から当てはまるものを選んで但答欄|に記入してください。
ア初回接見において,何をどのように,どの順番で聴取･助言すべきか。

イ勾留阻止(を含む,身体拘束からの解放)のために,どのタイミングで,どのような活動をすべきか。

ウ想定弁論は,何のために,いつ,どのようなプロセスで作成し,何を語るべきか。

エケースセオリー及び誠実義務に即した弁護のため,公判前整理手続の各段階でいかなる弁護活動をすべきか。

オ裁判員裁判事件の量刑弁論において‘何を語るべきか｡そのために,どのような弁護活動をすべきか。

(2)特に課題を感じた項目(複数可)に関し, (1)アーオの項目を示し,その理由を記載してください｡また,実務

修習で経験したいことや受けたい指導があれば記載してください。



⑤
【比較版(73期,74期）修習結果簿(民事裁判修習:第1クール)集計結果
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⑥
【比較版(73期,74期）修習結果簿(刑事裁判修習:第1クール)集計結果
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問題点を検討した手続傍聴 件
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３
４
７
７
均平

(％）
35％

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

加
件

21

件～

12 13 ユ4 15

件 件件 件

-74期(割合）

16

件

17

件
狙
件

19

件
５
件

6

件

7 8 9 10

件件件 件

－73期(割合）

11

件
２
件
３
件

4

件
０
件

1

件

【74期】【73期】

令状事務の経験割合令状事務の経験割合

0％1.5％

■経験あり

蕪経験なし

■経験あり

■経験なし

【74期】【73期】

模擬裁判の経験割合
模擬裁判の経験割合

3.5％6.6％

ロ経験あり

■経験なし

口経験あり

画経験なし
96.5％



⑦【比較版(73期,74期）修習結杲簿(検察修習;第1クール)集計結果

|｜ グラフ1 11捜査実務修習(身柄･在宅事件の経験割合）

【73期】 【74期】

｡身柄，在宅事件と割= ｜経験あり

、身柄事件のみ経験あり｜

狼在宅砺件のみ経験あり

・身柄･在宅事件ともに
経験なし

’

0.0
場身柄･在宅事件ともに

経験あり

■身柄事件のみ経験あ

り

麓在宅事件のみ経験あ

り

｡身柄･在宅事件ともに
経験なし

【

I

１
１

－－’

捜査実務修習件数分布

（身柄"在宅事件）

平均73期＝52件

74期＝4．8件

(％）

30％

25％

20％

一二
15％

10％

〃 1 、
5％

0％

５
件

７
件

０
件

1

件

Ｚ
件

3

件

４
件

６
件

８
件

9

件
、
件
以
上

－73期(割合） －74期(割合）



一
ｉ

一

捜査実務修習(身柄事件,経験事件数分布） 件
件
６
５

１
１

一
一
一
一

期
期
３
４
７
７
均平

(％）

50％

45％

40％

35％

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％

A

／ 、

、

災／

一－一一

２
件

3

件

４
件

5

件

６
件

７
件

８
件
以
上

０
件

ユ

件

－73期(割合） －74期(割合）

捜査実務修習(在宅事件,経験事件数分布） 平均73期＝3．6件

74期＝3．3件(％）

ヨ5％

30％

／、
〆

、一

〆
25％

、、

』

F

燕【

20％
、、

ノノ
、、

』
ノ

15％

ルル
、、

10％

ル 、

5％
＝

皇多 ｰ
＝

一 ～

0％

０
件

1

件

2

件

3

件

４
件

５
件

６
件

７
件

８
件
以
上

－73期(割合） －74期(割合）



|｜ グラフ4 11公判実務修習の経験
1－

【74期】【73期】

■経験あり

細経験なし

α経験あり

■経験なし

に壷壺。

公判実務修習(経験件数分布） 件
件
９
２
２
３

一
一
一
一

期
期
３
４
７
７
均平

(％）

30礎

25呪

20％

159f

10％

5％

0％
、
件
以
上

９
件

８
件

７
件

６
件

５
件

４
件

3

件
２
件

1

件
０
件

－74期(割合）－73期(割合）



|｜ ゲﾗﾌmi公判実務修習(起案の経験）
■

【74期】【73期】

■経験あり

革経験なし

■経験あり

■経験なし

…

公判実務修習(起案件数分布） 件
件
３
５

２
１

’
一
一
一

期
期
３
４
７
７

均平

(％）

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％
９
件
以
上

８
件

７
件

６
件

５
件

４
件

3

件
Ｚ
件

1

件
０
件

－74期(割合）－73期(割合）



⑧【比較版(73期,74期）修習結果簿(弁護修習:第1クール)集計結果

法律相談 件
件
８
０

６
７

一
一
一
一

期
期
３
４
７
７
均平

(％）

25％

20％
一

15％

10％

5％

畠學
20 21

件 件

0％

０
件

1

件

2

件
３
件
４
．
件

５
件

6

件

７
件

8

件
９
件

10

件

11

件

12

件

13

件

14

件

15

件

肥
件
刀
件

18

件

19

件

以
上

－73期(割合） -74期(割合）

※法律相談(弁護士会自治体及び事務所等におけるもの),交渉受任等の立会傍聴

当事者との打合せなど 平均73期＝45件

74期＝4．4件
(％）

30％

25％

20％

15％

10％

5％

0％
ー

0 １
件

０
件

2

件
３
件
４
件
５
件
６
件
７
件
８
件
９
件
、
件

11

件

狸
件

13

件

14

件

15

件
妬
件

17

件

18

件

19

件

20 21

件 件

以
上

I －73期(割合） －74期(割合）



三

起案(訴訟｡調停等） 件
件
１
０

５
５

一
一
一
一

期
期
３
４
７
７
均平

(％）

60％

50％

八
40％

30％

20％

10％

’0％
０
件

1

件

2

件
３
件

４
件

５
件

6

件

７
件

８
件

９
件

叩
件

ｎ
件
以
上

－73期(割合） －74期(割合）

※訴訟,調停[民事･家事],ADR等の訴状,申立書,準備書面内容証明等の起案

E壺壺三ｺ

起案(尋問事項書等） 平均73期=0.7件

74期=0. 9件|鰯

50％

40％

「
30％

20％

10％

’
0％

０
件

1

件

2

件

３
件

4

件

5

件

７
件

６
件

８
件

９
件

10

件
ｎ
件
以
上

－73期(割合） －74期(割合）

※尋問事項書｡陳述害等の起案



|｜ グラフ3 ｜|保全･執行の経験有無

【73期】 【74期】

－
39.3％

国経験あり

園経験なし

ロ経験あり

園経験なし

60.7％
56.4％



I

厄室五二可

弁論等傍聴 平均73期＝5．9件
74期＝5．6件(％）

20％

18％

[三へ16％

/ハ、
14％

／ / I､I
12％

ノ
10％

、－，
8％

~7
6％

I A
4％

四'､I2％ 」

／、=
0％

０
件

1

件

2

件

３
件

4

件

５
件
６
件
７
件
８
件
９
件
加
件

11

件
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件

13

件

14

件

15

件

16

件

17

件

18

件

四
件
加
件
副
件
以
上

－73期(割合） －74期(割合）

※口頭弁論弁論準備和解,調停,審判審尋裁判官面接等

|

尋問の傍聴 件
件
７
７

０
０

一
一
一
一

期
期
３
４
７
７
均平

(％）

60％

50％

40％
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20％

10％

0％
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件

６
件

０
件

1

件

３
件
４
件
５
件

7

件

８
件
９
件
加
件

11

件

12

件

娼
件

14

件

巧
件
妬
件

17

件

岨
件
狛
件
加
件
迦
件
以
上

－73期(割合） －－－74期(割合）



|｜ グラフ5 11刑事弁護経験(被疑者･被告人弁護)の有無
一二

【73期】 【74期リ

％
O‘9％

9.ﾕ9A73

回両方あり

口被疑者弁護のみ

回被告人弁証のみ

画両方なし

ロ両方あり

ロ被疑者弁護のみ

ロ被告人弁護のみ

ロ両方なし82.7％

|「~ﾜﾗﾗ5司|否認事件の経験の有無

【74期】【73期】

国経験あり

国経験なし

口経験あり

国経験なし

9％

53.6％

59,1％

F

|｜ グラフ7 11刑事起案経験(被疑者･被告人弁護)の有無

【74期】【73期】

■両方あり

ロ被疑者弁謹のみ

口被告人弁護のみ

国両方なし

■両方あり

ロ被疑者弁護のみ

ロ被告人弁護のみ

ロ両方なし



2限目
（12．40～14:30)
2限目

(12．40～14:30）

月
／
日

月
／
日

1限目
(9:50～11？40）

3限目
(14:45～16;35）

1限目
(g:50～11240）

2限目
(12＄40～14530）

3眼目
(14:45～16:35）

暇 曜

12

／
27

検察問題研究
(被害者保護）

月 刑共演習(争点整理等） 28 金 刑弁起案2購評

28 火 刑共演習(尋問）
令和2年度（第74期）司法修習生

１
ノ
４
火 民薮起案1講評

A班集合修習日程予定表 5 水 弁共演習(弁護士倫理） 刑弁起案1講詳

6 木 民鞭起案2(即日）

(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は,毎週最終登庁日に配布する。

刑共問題研究
(情状･量刑）

7 金 民共演習2(弁論準備手続期日）

選択型実務修習
月 成人の日10

火 検察起案1識評 刑穀起案1講評11

’

’
1

刑裁起案1議解12 水 民弁起案1謡評

｜
I

月
／
日

1限目
(950～11；40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

暁 13 木 検察起案2（即日）

12

／
13

月 民裁蛎義 刑弁問題研究 金 民弁起案2〔即日）14 率
一
調
一
癖

M 火 民弁問題研究1 民弁問題研究2 17 月 判薮記事2（即日）

15 水 民裁起案1 （即日） 刑弁起案2（即日）18 火

16 木 刑弁超案1 （即日） 民共演習3準備 民裁演習(争点整理）19 水 考試

’

117 金 民弁論装（契約） 民共演習1準備 20 民裁演習（争点整理）木 民共問魍研究(和解） 考試

｜
Ⅱ

’

20 月 異弁演習(法律相誠〉 民弁問題研究3 民裁起案2講鮮21 金

21 火 検察起案1 （即日） 24 月 民共演習3(交互尋問）

’

民事共通

刑事共通

全科共通

弁鐙共通

・ ・即日起案

民裁

刑戟

民弁

刑弁

民事裁判

刑事裁判

民事弁襲

刑率弁詔

民共一

別共・

全共・

弁共．

（即日）

22 水 刑戴起集 （即日． 25 火 全共特別旛義 検察起案2講群

一

民共演習4
(判決・謂胖）

23 木 民弁起案1 （即日） 26 水 民弁起案2誤評

’ 刑義起寡量鋼』￥24 金 民共演習1（口頭弁輪期日） 刑共演習(柾拠開示等） 27 木 刑裁問題研究

。

凡例



月
／
日 １

１

.＝一三

月
／
日

1限目
(950～､11：40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16辰35）

1限目
(9:50～11堂40）

2眼目
(12240～14:30）

3限目
(14:45～1635）

曜 暇

I

16 水 民弁起案1(即日） 16 水 全共特別講軽 検察起案2講評

17 木 民弁演習(法椛相醗） 刑共演習(証拠開示等）令和2年度（第74期）司法修習生 17 木 刑離間籍研究 別記起案2潮|ギ

＝一一一一一二＝

検察問題研究
(被害者保護）

18 金 刑共演習(争点整理等） 18 金 民弁起案2講評

B班集合修習日程予定表 21 月 刑共演習(尋問） 21 月 聯分の日

火22 民裁起案1猫評 22 火 自由研究日

(注） 本表は予定であって．確定日程ではない。
確定日程は，毎週最終登庁日に配布する。

23 水 天皇淑牛巳 考試

24 民弁謂義（契約）木 民共演習2(弁論準備手続期日） 考試

刑共問題研究
(情状・量刑）

25 金 刑弁起案1講評 考誠

28 月 民錠起案2〈即日） 考試

３
ノ
ー ’火 検察起案1綱評 刑滋瀧案1溝鮮 考試

’
月
／
日 ’

1限目
(9:50～11：40）

2限目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

唯 水 刑裁紀室購酔2 民弁起案1講評

２
ノ
３
木 民推論鞍 刑弁問題研究 3 木 刑弁起案2（即日）

金 民弁問題研究14 民弁問題研究2
ざ

4 金 検察起案2（即日）

7 月 民裁起案1 （即日） 7 月 刑鮫起案24即日〉

’
－

8 火 民共波習1準備 弁共渡習(弁護士倫理） 8 火 民弁起案2（即日） ■

’水9 刑弁起案1 （即日） 9 水 民共液習3準備 民裁演習(争点整理）

’
10 木 検察起案1 （即日） 10 木 民裁演習（争点整理） 民共問題研究(和解）

’
民裁

刑裁

民弁

刑弁

民事赦判

刑事裁判

民窃弁鰻

刑瓢弁壌

民共・

刑共・

全共・

弁共・

(即日）

民事共通

刑率共通

全科共通

弁護共通

・ ・即日起案

金1 1 建圃記念の日 金 民裁起案2講解11

14 月 刑裁起雫1 （即日 14 月 民共演習3(交互尋問）

’
F

l民共演習4
(判決･講解）

15 火 民共演習1（口頭弁論期日） 民弁問題研究3 15 火 刑弁起案2膳評

⑤

凡例



【資料6】
選択型実務修習全国プログラム集計(第73期） 選択型実務修習全国プログラム集計(第74期）

庁会 実施庁会 プログラム名 プログラム数 ’
一
ｋ
’

募集人数 応募人数 庁会 プログラム名実施庁会 プログラム数 募集人数 応募人数

最高裁 裁判部 2 20 最高裁16 裁判部 2 加
一
魂

28

裁判所 東京地裁 知財
一

知財

４
４

裁判所80 68 東京地裁 知財 4 “
｜
釦
一
ｍ
一
羽

大阪地裁
－

法務省

32 大阪地裁27 知財 4 狸
一
加
一
幅
－
４

検察庁 法務行政

大規模事務所

2 検察庁70 160 法務省 法務行政

大規模事務所

2

7 幅
－
４

媚
－
２

７
－
２

一
云

一
一
一

一
宗
一
束 知財 一

云

一
一
一

一
草
へ東2 知財

’
４

４

弁護士会 企業法務 弁護士会4 4 ６
－
訂

企業法務 4 ４
－
顕
－
９

渉外 21 32 渉外 ８
７

１ ㈹
－
６

大阪 大阪
知財 8 10 知財6

法テラス 83 法テラス107 164 79 111 279

44公設事務所等 公設事務所等10 10 34 10 10

衆議院

参議院

中労委

衆議院1 4 肥
一
Ｍ

４
－
２

1 羽
一
ｍ
一
幻
一
堀
ゞ

参議院

中労委

国税不服審判所

2 ２
’
８

2

2 25 2 8

1 10

33地方自治体 4 地方自治体5 18 3 4

児童相談所 4 児童相談所4 32 4 4 42

UNHCR ２
’
２

2 4

IOM
－

JICA

2 12 IOM
－

JICA

2
ー

1

2 叫
一
Ⅷ
’
’
４

１
’
２
’
２

2 15 2

ILO 2 5

日弁連国際室 日弁連国際室2 7 2 2

福祉機関 福祉機関9 11 20 6 7 14

民間企業 民間企業13 23 176 9 18 127
－

計 計191 451 866 172 395 1036

〔注〕人数はA班とB班の合計｡プログラム数及び募集人数については.令和2年3月2日現在
のもの｡応募人数については.令和2年3月26日現在のもの。

〔注〕人数はA班とB班の合計｡プログラム数及び募集人数については.令和3年3月30日現在の
もの。応募人数については,令和3年8月17日現在のもの。

⑤



⑫

第75期修習日程

※なお, A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後, 5科目の筆記考試が行われる予定である。

修習区分

A班

修習期間 移動日

B班

修習期間 移動日

導入修習

開始日 3. 11． 15(月）

終了日 3. 12.7(火）

実日数 16

3. 12.8(水)～

3. 12. 13(月）※6日

開始日 3. 11. 15(月）

終了日 3. 12.7(火）

実日数 16

3. 12.8(水)～

3. 12. 13(月）※6日

分
野
別
実
務
修
習

第1クール

第2クール

第3クール

第4クール

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

3. 12. 14(火）

4.2.9(水）

37

4.2. 10(木）

4.4.6(水）

37

4.4.7(木）

4.6.2(木）

37

4.6.3(金）

4.7.26(火）

37

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

3. 12. 14(火）

4.2.9(水）

37

4.2. 10(木）

4.4.6(水）

37

4.4.7(木）

4.6.2(木）

37

4.6.3(金）

4.7.26(火）

37

選
択
型
実
務
修
習
及
び
集
合
修
習

集合修習
開始日

4.8. 1(月）

終了日 49. 12(月）

実日数 30

選択型修習
開始日

4.9. 16(金）

終了日 4. 11.2(水）

実日数 31

自由研究日
4. 11.4 (金）～
4. 11.8 (火）

4.7.27(水)～

3.7.31(日）※5日

4.9. 13(火)～

4.9. 15(木)※3日

選択型修習
開始日

4.7.27(水）

終了日 4.9. 12(月）

実日数 33

集合修習
開始日

4.9.20(火）

終了日 4. 11.2(水）

実日数 30

自由研究日
4. 11.4 (金）～

4. 11.8 (火）

4．9． 13(火)～

4.9. 19(月）※7日



第75期導入修習日程予定表

⑤

月／日 曜 A班 B班

11月15日 月 開始式

1限日（180分）

(10g20～12:00． 12:50～14:10）

事務連絡･民事第一審手続の概脱
(独義)（民謡･民弁）

2眼目（165分）

(14:25～17:10）

民弁問題研究1(事案分析） 開始式

1限目（125分）

(10920～12:25）

事務連絡･刑裁鯛義
(率前課題解説零）

2眼目（110分）

(13:15～15305）

検察導入調義

3眼目（110分）

(15:20～17:10）

刑弁演習1(起翫前弁渡）

1 1月16日 火
1限目(125分)(9:50～11 :55）

事務連絡･刑叙謂栽(事前牒題解脱等）

2限目（110分）

(12:55～14:45）

検察導入講穣

3限目(110分）

(15:00～16:50）

刑弁演習1(起翫前弁膜）

1限目（180分)(9:50～11:30， 1230～13250）

事務連絡･民事第一審の手続の概脱(鯛穂)(民裁･民弁）

2眼目（165分）

(14:OS～16:50〉

民弁問題研究1(事案分析）

11月17日 水

1限日（180分）

(9:50～12:50）

民裁即日起案

2眼目（180分）

(14:00～17:00）

刑裁即日起案

1限目（180分）

(9:50～12:50）

民裁即日起案

2限目（180分）

(14;00～17:00）

刑裁即日起案
11月18日

A班昼食会

①
木

1眼目(85分）

(9:50～11：15）

民事緯合1
（民裁･民弁）

2眼目《85分）

(1130～1210． 1310～1355）

刑事問題研究(勾留）
(刑裁･検察･刑弁）

自由研究

1限目(85分）

(9:50～11 ：15）

刑事問題研究(勾留）
(刑裁･検察･刑弁）

2眼目(85分）

(11 30－1Z10，1310～1355）

民事総合1
(民裁･民弁）

自由研究

11月19日 金
1限目(180分）
(9:50～12:50）

刑弁即日起案

2眼目（180分）

（14:00～17:00）

検察即日起案

1限目(18o分）

(9:50～12:50）

刑弁即日起案

2限目〈180分）

(14:00～17goo）

検察即日起案
11月22日

B班昼食会
①
月

1限目（180分）

(9:50～12:50）

民弁問題研究2(即日起案）
自由研究

1眼目（180分）

(9:50～12:50）

民弁問題研究2(即日起案）
自由研究

11月23日
火 勤労感謝の日 勤労感謝の日

11月24日

A班昼食会
②
水

(9:50～11 ：50． 12:50～16:50）

捜査演習
(桧窪）

1限目（170分）

(9:50～11:50． 12:50～13:40）

民耶総合2

(民裁･民弁）

2眼目（170分）

(14:00～16:50）

民弁講猿1(立証活動）

11月25日
木

1眼目（170分）

(9号50～11 ：50． 12;50～13:40）

民事総合2
(民裁･民弁）

2限目（170分）

(14:00－16:50）

民弁調軽1(立堀活動）

(9550～11 ；50． 1250～16:50）

捜査演習
(棒奪）

11月26日

B班昼食会

②
金

1眼目（170分）

(9:50～11:50． 1250～13;40）

民弁鰯義2(民事保全･民事執行①）

2限目（170分）

(14goo～16:50）

民弁演習(和解条項）

(gr50～11 ：50． 12:50～16:50）

刑弁演習2(即日起案解説･否盟事件）

11月29日 月
(9:50～11 :50． 12:50～16:50）

民裁即日起案解説

(9:50～11 ：50． 12950～16:50）

刑裁即日起案･事前課題の解説

11月30日 火

1限目（170分）

(950～11 ：50． 12;50～13:40）

民事事実浬定の手法と留窓点
(民裁）

2限目（170分）

(14:00～16:50）

民弁問題研究3(主弧書面）

(9:50～11 ：50． 12:50～16:50）

刑駆共通演習基礎(公判前整理手続）
(刑鐙･桧轌･刑弁）

12月1日 水
(9:50～11；50， 12:50～16:50）

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
(刑錠･桧轌･刑弁）

1限目（170分）

(9:50～11：50． 12950～13:40）

民弁購義2(民事保全･民事執行①）

2限目（170分）

(14:00～16:50）

民弁演習(和解条項）

12月2日 木
(9:50～11 :50． 12:50～16:50）

刑裁即日起案･事前課題の解説

(9:50～11 ：50． 12:50～16550）

民裁即日起案解醗

12月3日 金
(g:50～11 ：50． 12:50～16:50）

刑弁演習2(即日起案解説･否鹿事件）

1限目（170分）

(9:50～11250． 12;50～13:40）

民事事実麗定の手法と留意点
(昆穀）

2眼目（170分）

(14:00～16:50）

民弁問題研究3(主張書面）

12月6日 月

1眼目（170分）

(gg50～11：40． 12;40～13:40）

裁判修習に向けて
f犀鈴・猟1華､

2限目（170分）

(14:00～16;50）

検察即日起案調評十検察官の心構え等

1限日（170分）

(9:50～11 940． 12:40～13:40）

検察即日起案購評十検察官の心構え等

2限目（170分）

（14:00～16:50）

裁判修習に向けて
（毘識･刑錨）

12月7日 火

1限目(50分）

(9:50～10:40）

民弁損種2(民事保全･民

事執行③

2限目（80

<10:50～11

民弁鯛累
(弁晦士倫琿。

分）

!:10）

;3
職雷雲）

3限目（140分）

(13:10～15730）

刑弁演習3(量刑事件）

4限目(70分）

(15:50～17$00）

事務局長鱗話

1限目（140分）

(9:50～12:10）

刑弁演習3(量刑事件）

2限目(70分）

(13:10～14二20）

率務局長鯛g舌

3限目(50分）

(14:40～15:30）

民弁鯛麓2(民事保全･民

駆帆行②）

4限目(80分）

(15:40～17:00）
民弁調義3

(弁溌十倫理･聡密雲）


